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に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 
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主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 
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間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 
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立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 
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の
と
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り
と
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る
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「
次
の
と
お
り
」
は
、
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し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
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覧
に
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る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号 

 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
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三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
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二

四
三
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ま
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、
五
二
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四
、
五
二
四
五
の
一
、
五
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四
五
の
二
、
五
二
四
六
の
一
、
五
二
四
六
の

二
、
五
二
四
七
の
一
か
ら
五
二
四
七
の
六
ま
で
、
五
二
四
八
か
ら
五
二
五
〇
ま
で
、
五
二
五
二
か
ら

五
二
五
五
ま
で
、
五
二
五
七
、
五
二
五
八
、
五
二
六
三
、
五
二
六
四
、
五
二
六
八
か
ら
五
二
七
〇
ま

で
、
五
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七
二
、
五
二
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三
、
五
二
七
四
の
一
か
ら
五
二
七
四
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で 
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保
安
林
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指
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さ
れ
た
目
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水
源
の
か
ん
養 

三 

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件 

 

㈠ 

立
木
の
伐
採
の
方
法 

 
 

１ 

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。 

 
 

２ 

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。 

 
 

３ 

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

㈡ 

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種 

 
 
 

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

 

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
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急
傾
斜
地
の
崩
壊
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よ
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災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
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十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
県
土
整
備
部
砂
防
課
、
可
茂
土
木
事
務
所
及
び

可
児
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

岐
阜
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号 

盛
住 

区 

域 

名 

 

次
に
掲
げ
る
土
地
に
存
す
る
標
柱
一
号
か
ら
八
号
ま
で
を
順
次
結
ん
だ
線

及
び
標
柱
一
号
と
八
号
を
結
ん
だ
線
に
囲
ま
れ
た
土
地
の
区
域
（
次
の
図
に

示
す
と
お
り
と
す
る
。
） 

可
児
市
兼
山 

 

字
盛
住
町 

五
八
七
番 

 

一
号 

 
 
 
 
 
 

六
〇
六
番
一 

二
号
か
ら
四
号 

 
 
 
 
 
 

五
九
四
番
一 

五
号 

 
 
 
 
 
 

五
九
二
番
二 

六
号 

 
 
 
 
 
 

五
九
二
番
五 

七
号 

 
 
 
 
 
 

五
八
九
番
一 

八
号 

区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

域 
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森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
で
準
用
す
る
同
法
第
三
十
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所 

 
 

多
治
見
市
大
薮
町
字
迫
間
洞
一
九
八
三
の
四
四 

二 

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的 

 
 

公
衆
の
保
健 

三 

解
除
の
理
由 

 
 

土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め 

    
 
 
 
 
 

教
育
委
員
会
告
示 

岐
阜
県
教
育
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

博
物
館
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
八
十
五
号
）
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
博
物

館
に
係
る
登
録
を
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
抹
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
教
育
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

稲 
 

本 
 
 
 
 

正 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
 
 
 
 
 

教
育
委
員
会
告
示 

岐
阜
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
号 

 

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
百
八
条
の
二
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
を
次
の
と
お
り
委
嘱
し
た
の
で
、
地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
及
び
地

域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
協
議
会
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
公
安
委
員
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

委
員
長 

水 
 

谷 
 

邦 
 

照 
 
 

委
嘱
し
た
委
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
 
 
 

公 
 
 
 

示 

 
 

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
申
請 

 

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日 

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
六
日 

岐
阜
県
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 

ひ
だ 施

設

名 

高
山
市
千
島
町
九
〇
〇
―
一 

所

在

地 

岐
阜
県 

設

置

者 

 
 
 
 
 
 

公
安
委
員
会
告
示 

中
津
川
警
察 

署
管
轄
区
域 

活

動

区

域 

青
野 

政
夫 

氏 
 
 

名 

中
津
川
市
手
賀
野 

住 
 
 
 
 
 
 

所 

平
成
二
十
三
年 

五
月
二
日 

委
嘱
年
月
日 
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二 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
農
林
業
経
営
支
援
セ
ン
タ
ー 

三 
代

表

者

の

氏

名 

中
島 

義
雄 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

岐
阜
県
岐
阜
市
日
野
東
二
丁
目
一
番
一
五
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
農
林
業
関
係
者
に
対
し
て
、
健
全
で
豊
か
な
森

づ
く
り
と
持
続
可
能
な
森
林
経
営
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
林

業
経
営
の
活
性
化
に
関
す
る
事
業
、
ま
た
、
林
業
と
密
接
に
関
わ

る
農
業
の
活
性
化
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
で
、
一
次
産
業
の

発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ひ
い
て
は
、
農
林
業
経
営

の
活
性
化
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
農
業
・
林
業
の
多
面
的
機
能
が

十
分
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
で
、
広
く
地
域
住
民
の
暮
ら
し
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
に
関
す
る
件 

 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 

な
お
、
そ
の
届
出
書
等
は
平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日
か
ら
四
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通

課
及
び
岐
阜
振
興
局
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

ま
た
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
こ
の
公
示
の
日
か
ら
四
月
以
内
に
岐
阜
県
に
対
し
意
見
書
を

提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

一 

届
出
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
十
日 

二 

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称 

 
 

株
式
会
社
三
洋
堂
書
店 

三 

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

三
洋
堂
書
店
高
富
店 

 
 

山
県
市
高
富
二
四
〇
五 

外 

四 

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
日 

 
 

平
成
二
十
四
年
一
月
十
一
日 

五 

店
舗
面
積 

 
 

一
、
四
六
三
平
方
メ
ー
ト
ル 

六 

駐
車
場
の
収
容
台
数 

 
 

五
七
台 

七 

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積 

 
 

四
二
平
方
メ
ー
ト
ル ―

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
適
当
の
決
定 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改
良
事
業
の
計
画
の
変
更
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、

同
法
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
変
更
後

の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

 

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

恵
那
市
美
濃
東
部 

土

地

改

良

区 

施 

行 

者 

名 

恵
那
市
美
濃
東
部
地

区 施
行
に
係
る
地
区
名 

恵
那
市
役
所 

縦

覧

場

所 

平
成
二
三
・ 

五
・
二
〇
か
ら 

同 
 
 
 
 

六
・
一
七
ま
で 

縦

覧

期

間 

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業 

事

業

の

種

類 

山

本

上

地

区 

鵯

洞

地

区 
新

池

地

区 
施

行

に

係

る

地

区

名 

平
成
二
二
・
一
〇
・
二
八 

平
成
二
二
・
一
〇
・
一
九 

平
成
二
三
・ 

三
・
二
五 

工

事

完

了

年

月

日 
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―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

 
 

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
三
年
五
月
二
十
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岐
阜
県
知
事 

古 
 

田 
 
 
 
 

肇 
 
 

 

退
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

                   

就
任
し
た
役
員 

 
 
 
 
 

         

県
営
た
め
池
等
整
備
事
業 

事

業

の

種

類 

山

本

上

地

区 

鵯

洞

地

区 

新

池

地

区 

施

行

に

係

る

地

区

名 

平
成
二
二
・
一
〇
・
二
八 

平
成
二
二
・
一
〇
・
一
九 

平
成
二
三
・ 

三
・
二
五 

工

事

完

了

年

月

日 

南

濃

北

部

土

地

改

良

区 

土

地

改

良

区

名 

平
成
二
三
・ 

五
・ 

九 
認

可

年

月

日 

              
 
 

揖
西
用
水 

土
地
改
良 

区 土 
 

地 

改
良
区
名 

              

平
成 

二
三
・ 

五
・ 

九 
 

退 
 

任 

年

月

日 

同 同 同 監
事 

同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 同 理
事 

役
名 

若 

松 

正 

樹 

田 

中 

千 

尋 

川 

瀬 

郁 

男 

伊 

藤 

文 

雄 

若 

園 

好 

弘 

若 

園 

重 

雄 

竹 

中 

喜 

一 

児 

玉 

新 

一 

五
十
川 

數 

雄 

増 

田 

金 

一 

高 

岡 

信 

行 

林 
 
 

育 

夫 

國 

枝 

敏 

晴 

石 

田 

三
比
朗 

河 

村 

治 

雄 

渡 

邉 

信 

行 

氏 
 
 
 
 

名 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
柳
瀬 

一
五
八
九
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸 

二
一
七
三
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
池
野 

 
 
 

一
六
一
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
杉
野 

 

一
四
七
番
地
の
三 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
落
合 

 

四
九
八
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
新
屋
敷 

五
八
七
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
神
戸
六
八
二
番
地
の
一 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
丈
六
道 

三
八
九
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
田 

二
五
〇
番
地
の
一 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
末
守 

 

五
七
八
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
北
一
色 

六
五
四
番
地 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
横
井 

 

一
六
七
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥 

 
 
 

五
七
八
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
六
之
井
一
〇
二
四
番
地
の
一
七 

揖
斐
郡
池
田
町
下
東
野 

三
九
九
番
地
の
一 

揖
斐
郡
池
田
町
上
田 

 
 
 
 

六
四
番
地 

住 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

所 

   

揖
西
用
水 

土
地
改
良 

区 土 
 

地 

改
良
区
名 

   

平
成 

二
三
・ 

五
・ 

九 
 

退 
 

任 

年

月

日 

同 同 同 同 理
事 

役
名 

林 
 
 

育 

夫 

國 

枝 

敏 

晴 

石 

田 

三
比
朗 

河 

村 

治 

雄 

渡 

邉 

信 

行 

氏 
 
 
 
 

名 

安
八
郡
神
戸
町
大
字
横
井 

 

一
六
七
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥 

 
 
 

五
七
八
番
地 

揖
斐
郡
池
田
町
六
之
井
一
〇
二
四
番
地
の
一
七 

揖
斐
郡
池
田
町
下
東
野 

三
九
九
番
地
の
一 
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